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行政書士赤沼法務事務所／アクティス株式会社
行政書士、経営コンサルタント

1978年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。
専修大学商学部卒業後、大手アパレル会社に就職。2004年、26歳で行政書士赤沼法務事務所を設立し

独立開業。事業再生支援・事業承継支援・起業支援を中核に事業を展開し、資金繰り指導、資金調達サ
ポートなど、起業家、経営者の支援を精力的に行っている。

行政書士としては数少ない事業再生・事業承継の専門家。そのコンサルティングは分かりやすく実践的
な指導と定評がある。

2010年より行政書士、税理士などの士業や経営コンサルタント向けの財務コンサルティングの勉強会
『赤沼創経塾』を主宰。他にはない実践的な勉強会として高い支持を得ている。

2015年より中小企業のマレーシア進出支援にも取り組み、日本とマレーシアの橋渡しも行っている。

【運営サイト】
赤沼慎太郎公式サイト http://akanumashintaro.com/
赤沼創経塾公式サイト http://soukeijuku.com/

無料メールマガジン（読者 約10,300人）
『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』
http://akanumashintaro.com/mailmagazine/

無料メルマガにて
情報発信しております。
良かったらご登録ください!

https://fb.me/akanumashintarow

@akanuma7



著書のご案内

Copyright (C) 2020 赤沼慎太郎 All rights Reserved 3

税理士・会計事務所のための
事業再生ガイド

はじめての人の
飲食店開業塾

はじめての人の
治療院開業塾

銀行としぶとく交渉して
ゼッタイ会社を潰すな！

「危ない隣の会社」の
資金繰り

そのまま使える
契約書式文例集

専門家のための
資金調達の実務

2007年より計7冊の書籍を
出版しております。

私の主業務である
事業再生に関する書籍３冊、
資金調達に関する書籍１冊、
創業支援に関する書籍２冊、
書いています。

一章分（会社設立）を
担当した行政書士向けの
実務書も合せると
8冊の著書。

駆け出し行政書士さんの
ための実務の手引



融資の全体像を整理
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信用保証協会による保証付き融資

プロパー融資

融資

公的融資

日本政策金融公庫（国民生活事業、中小企業事業）・
商工組合中央金庫（商工中金）による融資

銀行
信金
信組

民間融資

ノンバンクなど



新型コロナウイルス対応の融資制度
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セーフティネット貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資

商工組合中央金庫（商工中金） 新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度)

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証5号

危機関連保証

信用保証制度（信用保証協会による保証付き融資）

公
的
融
資

日本政策金融公庫（国民生活事業・中小企業事業）



日本政策金融公庫によるコロナ対応融資
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≪一般向け≫ ≪生活衛生関係事業者（飲食業・旅館業等）≫

（←商工中金による対応 ※赤沼追記）

※上表は、経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」から抜粋



制度 利用要件 融資限度額 利率 期間 利子
補給

新型コロナ
ウイルス感
染症特別貸
付（無担
保）

・売上減5%以上
・業歴3ヶ月以上
1年1ヶ月未満等
の場合は、別途
要件あり。(※)

中小企業事業：3億円
国民生活事業：6千万円

※別枠

当初3年間 基準金利−0.9%
4年目以降 基準金利
※基準金利：
国民事業1.36%
中小事業1.11％

設備：20年以内
運転：15年以内
※据置期間5年以内

〇

新型コロナ
ウイルス対
策マル経
（無担保・
無保証人）

・売上減5%以上
・商工会議所な
どの経営指導を
受けている小規
模事業者

コロナ対応
別枠 1,000万円

※通常のマル経：2千万円

当初3年間 特利F−0.9%
4年目以降 特利F
※特別利率F：1.21%

設備：10年以内
（据置4年以内）
運転：7年以内
（据置3年以内）
※据置は別枠のみ

〇

セーフティ
ネット貸付

売上減少要件な
し（コロナ対応
で条件緩和）

中小企業事業：7.2億円
国民生活事業：4.8千万円

中小事業1.11%
国民事業1.91％
※期間、担保の有無による

設備：15年以内
運転：8年以内
※据置期間3年以内

×
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日本政策金融公庫によるコロナ対応融資

※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5％減少している方。
a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高、b 令和元年12月の売上高、c 令和元年10月～12月の売上高平均額
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日本公庫コロナ対応融資への利子補給制度
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融
資」、商工中金の「危機対応融資（新型コロナウイルス感染症特別貸付）」により借入を行った中小
企業者等のうち、下記の要件をクリアした事業者に対して利子補給を実施。

新規借入に限らず既存借入との借換も実質無利化の対象になります。（※令和2年度補正予算の成立が前提）

【適用対象】
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし
②小規模事業者（法人事業者） ：売上高 15％減少
③中小企業者（上記➀➁を除く事業者）：売上高 20％減少

※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間：借入後当初3年間
・補給対象上限：（日本公庫）中小事業1億円、国民事業3,000万円

（商工中金）危機対応融資1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額



信用保証制度について

一般枠：2億8,000万円（内、無担保8,000万円）
通常、保証協会を利用する際に使う保証枠

別枠：2億8,000万円（内、無担保8,000万円）
セーフティネット保証を利用する場合、普通枠にプラスして、別枠を
使える。セーフティネット保証枠、経営安定関連保証枠とも呼ばれる。

別枠：2億8,000万円（内、無担保8,000万円）
初めての発動。危機関連保証枠と呼ばれる。

さらに、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種
を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額（2.8億円)及びセーフティ
ネット保証の保証限度額（2.8億円）とは別枠（2.8億円）で借入債務の100%
を保証する制度。(平成30年4月1日施行) 今回、初の発動。
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SN保証4号（100%保証）
SN保証5号（80%保証）

危機関連保証（100%保証）

（コロナ対応保証制度）
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コロナ対応の信用保証制度制度

※上表は、経済産業省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」から抜粋



制度
セーフティネット

保証 4号
セーフティネット

保証 5号
危機関連保証

都道府県の制度
（例:東京都）

市区町村の制度
（例:千代田区）

要件 売上20%以上減 売上5%以上減 売上15%以上減 売上5%以上減
売上3%以上減
（自治体による。）

期間
運転・設備:10年
（据置2年以内）

運転:10年
設備:15年

運転:5年

融資条件
（利率等）

～3年:1.5%内
～5年:1.6%内
～7年:1.8%内
~10年:2.0%内
10年超:2.2%内

～3年:1.7%内
～5年:1.8%内
～7年:2.0%内
～10年:2.2%内
10年超:2.4％内

～3年:1.5%内
～5年:1.6%内
～7年:1.8%内
~10年:2.0%内

～3年:1.7%内
～5年:1.8%内
～7年:2.0%内
～10年:2.2%内
10年超:2.4％内

融資限度額:
1000万円
期間:5年以内
金利2.0%以下

保証枠 危機関連保証枠

責任共有
制度

責任共有制度対象外
（100%保証）

責任共有制度
（80%保証）

責任共有制度対象外
（100%保証）

保証料補助
自治体による（東京
は全額補助）

自治体による

利子補給
自治体
による

セーフティネット保証枠 一般枠

50%または100%補助　となる見込み

要件に満たす場合、利子補給される見込み

責任共有制度
（80%保証）

運転:10年（据置2年以内）
設備:15年（据置3年以内）
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コロナ対応の信用保証制度制度（千代田区の例）
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コロナ対応の信用保証制度制度（千代田区の例）
都道府県の制度の利用のためには、セーフティネット保証や危機関連保証のように
認定書を取得しなくても良いため、スピードを求める場合は、都道府県制度を活用。

但し、セーフティネット保証や危機関連保証の認定を取って、都道府県や市区町村の
制度を利用することも可能です。

その場合、利用する制度によって融資条件も変わります。

つまり、東京の場合、例えばSN4号の認定を取って、都の制度を使うと、
利率はSN4号と同じになり、かつ、保証料の全額補助を都から受けることができます。
そのため、現時点では東京ではこのパターンで融資を受けるケースが多いと思います。

区の制度も同じように、千代田区であれば上限1,000万円の範囲でセーフティネット
保証を使って融資を受けられ、保証料補助、利子補給を受けることができます。
低いコストでセーフティネット保証を利用できる方法になります。
（※社⾧が区民の場合、本人負担利息は0.3%以下、保証料全額補助）

このように、都道府県や市区町村の制度と組み合わせて利用することで、保証料や
利子の面でメリットを享受できる仕組みですが、現在、政府が保証料・利子減免の
制度を発表し、早ければ4月22日には補正予算が成立し、その後詳細が決まります
ので、今後状況が変わってきます。

都道府県の制度
（例:東京都）

市区町村の制度
（例:千代田区）

売上5%以上減
売上3%以上減
（自治体による。）

運転:10年
設備:15年

運転:5年

～3年:1.7%内
～5年:1.8%内
～7年:2.0%内
～10年:2.2%内
10年超:2.4％内

融資限度額:
1000万円
期間:5年以内
金利2.0%以下

自治体による（東京
は全額補助）

自治体による

自治体
による

一般枠

責任共有制度
（80%保証）
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コロナ対応の信用保証制度制度への利子補給制度
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大５年・保証
料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可
能。（※令和2年度補正予算の成立が前提）

【対象要件】
SN４号・５号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たしている方。
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る）：売上高等前年同月比▲５％以上

減少で保証料ゼロ＋金利ゼロ
②小・中規模事業者（①除く）：売上高等前年同月比▲５％以上減少で保証料１／２

：売上高等前年同月比▲15％以上減少で保証料ゼロ＋金利ゼロ
【融資上限】3000万円
【担保】無担保
【据置期間】５年以内
【保証料補助割合】 1/2 または 10/10
【金利補給期間】当初３年間、４年目以降は制度融資所定金利
【既往債務の借換】信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質 無利
子融資への借換が可能。



日本公庫への申込について（国民生活事業）
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必要書類の
作成

申込

（窓口/郵
送）

面談

融資可否に
ついて書類
が郵送され

てくる

借用書等必
要書類の返

送
融資実行

面談までに２～3週間 3営業日程度

審査に３～５営業日程度

エリアの込み具合によって
違いますが、申込から融資実行
までに1か月以上かかる
可能性が高くなっています。



日本公庫への申込について（国民生活事業）
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日本政策金融公庫（国民生活事業）の資料から抜粋。https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf



日本公庫への申込について（国民生活事業）
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日本政策金融公庫（国民生活事業）の資料から抜粋。https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf

※レジュメ制作時点から変更があ
り、現在は、初めての公庫利用で
創業間もない方に必要とされてい
た「創業計画書」の添付の必要は
なくなりました。

なお、現場の担当者さんの話では、
面談で話を聞く際には、創業計画
書に記載する内容程度の準備があ
る方が話がスムーズに進むとのこ
とでしたので、話を整理するため
にも創業計画書の記載内容程度の
内容をまとめておくと良いかと思
います。



新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
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←業歴が1年以上の場合は、
赤枠を記入する。

←業歴が3か月以上1年1カ月
未満の場合は、青枠を記
入する。

・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書のURL
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kokumin_gaiyou_200403.pdf
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記入例のURL https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_2_rei_200313a.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
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・過去3か月の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月～12月の
平均売上高

上記3つのいずれかと比較
して①に記入した今年の
売上高が5%以上減少して
いれば利用可能。

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

記入例のURL https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/covid_19_2_rei_200313a.pdf



Copyright (C) 2020 赤沼慎太郎 All rights Reserved 20

日本公庫を初めて利用する方は、
「ご商売の概要」の提出が必要。

また、公庫を利用したことがあっても
「マル経融資」しか使っていない場合も
提出が必要。

・資料のURL
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kokumin_gaiyou_200403.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書



Copyright (C) 2020 赤沼慎太郎 All rights Reserved 21

創業計画書（初めての利用で、事業を開始して間もない方）

≪８．事業の見通し≫
月次で損益計画を作成し、その結果
の年間損益を転記すると良いです。
売上見込みは、5月6日に緊急事態
宣言が終わり、3月並みの売上に
なるという想定で良いと思います。
月次損益計画を添付する場合、
表、右側の算出根拠は「別紙参照」
でOK。

≪７．必要な資金と調達方法≫
今回申し込む金額を設備資金、
運転資金それぞれ記載。
資金使途（使い道）の明細も。
右側の「調達の方法」に
公庫からの借入希望額を記載。

≪１～３≫
創業の動機、略歴、取り扱い商品・
サービスに関する情報は、別紙に
詳細を書くことをお勧めします。

※レジュメ制作時点から変更があり、
現在は、初めての公庫利用で創業間も
ない方に必要とされていた「創業計画
書」の添付の必要はなくなりました。



セーフティネット保証・危機関連保証の申込
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銀行へ

申込へ

銀行側で
取扱いの
可否を判

断

市区町村
へ認定の

申請

認定書
発行

銀行経由
で保証協
会へ申込

保証承諾 融資実行

市区町村面談まで：即日～3週間程度
認定書発効まで：即日～1週間程度 3営業日程度

審査に1～2週間程度
1か月

通常、手続きの時間短縮のため、銀行側で取り扱いOKであれば、融資申
込みや信用保証協会への保証申込みに必要な書類への押印等の手続きを認
定の申請と同時並行で進める。

緊急事態宣言を受け、金融機関の出勤人数を減らしており、週に２～３日
しか出勤していない金融機関が多くなっており、事務処理能力がかなり落
ちているため、新規を受けない金融機関も。

エリアの込み具合によって
違いますが、申込から融資実行
までに1か月～1か月半ほどかかる
可能性が高くなっています。



セーフティネット保証・危機関連保証の申込
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まず、銀行（信金、信組）へ

・資料のURL
https://www.sangyo-
rodo.metro.tokyo.jp/chushou/ca34d6d16aae5b46132a304c2c464389.pdf

新型コロナウイルスの影響で客数激減
↓緊急事態宣言による営業時間の短縮 などを記入



セーフティネット保証・危機関連保証の申込
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認定をもらいに市区町村（商工課等）へ 認定申請書の作成

セーフティネット保証4号、危機関連保証のどちらも
申請書類はほとんど同じ。

認定を申請する流れは、各自治体によって違うので、
区役所等に確認が必要。（HPをチェック）

例）千代田区：予約制（現在は郵送も可）
新宿区：予約なし、即時発行（後日の場合もあり）

※申込みの面談は15分程度、記載内容に不備がないか
チェックをする程度。
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認定をもらいに市区町村（商工課等）へ 認定申請書の作成（SN4号、危機関連保証）
←空欄に「令和2年新型コロナウイルス感染症」
と記入。

←創業年月日
（履歴事項全部証明書、個人事業開業届出書）

←減少率を計算して記入
Aに2月若しくは3月の実績売上高
Bに前年同月の実績売上高を記入

←見込みの減少率を計算して記入
CにAの後2か月の見込売上高を記入
Bに前年同月の実績売上高を記入

←新型コロナウイルスの影響で客数激減
緊急事態宣言による営業時間の短縮 等



セーフティネット保証・危機関連保証の申込
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≪セーフティネット保証4号 申請書と添付書類≫

１．認定申請書・認定書（各１枚）
２．最近１ヶ月間（申請月の前月又は前々月）の試
算表及び前年同月の試算表等
３．上記の月の翌月及び翌々月の見込み売上高計算
書及び前年同期の試算表等
４．指定地域で１年以上事業を継続していることが
確認できる書類（事務所賃貸借契約書の 写しなど）
５．確定申告書の写し（税務署受付印及び事業所所
在地が明記されたページのみ）
＊電子申告の方は、メール詳細など申告が確認でき
るものを添付。
６．法人事業者：商業登記簿謄本１通（発行から
３ヶ月以内）
個人事業者：確定申告を千代田区で行っていない場
合のみ、特別区民税･都民税 （事務所・事業所分）
納税証明書１通
７. 許認可が必要な業種の場合 許認可証の写し

≪危機関連保証 申請書と添付書類≫

１．認定申請書・認定書（各１枚）
２．最近１か月間（申請月の先月または前々月）の
試算表及び前年同月の試算表等
３．上記の月の翌月及び翌々月の見込み売上高計算
書及び前年同期の試算表等
４．確定申告書の写し（税務署受付印及び事業所所
在地が明記されたページのみ）
＊電子申告の方は、受付メールなど申告が確認でき
るものも添付。
５．法人事業者：商業登記簿謄本 １通（発行から３
か月以内）

個人事業者：確定申告を千代田区で行っていな
い場合のみ、特別区民税･都民税（事務所・事業所
分）納税証明書 １通
６. 許認可の必要な業種の場合 許認可証の写し

同時に2つの認定申請をする場合は、添付資料は1セットでOK。
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Copyright (C) 2020 赤沼慎太郎 All rights Reserved 27

認定書が発行されたら、再び銀行（信金、信組）へ

認定書発効後に、信用保証協会が審査をし、審査OKとなったら
銀行から融資が実行される。

市区町村の認定をもらえても審査が通らなければ融資は得られない。



コロナ対応の融資制度の活用法、その他
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●すでに融資を受けている会社は、既存の借入と新たに借入れるコロナ対応の
融資制度を借換え一本化することで、過去の借入も無利子化することができ、
既存の借入の期間が延びることで、月の返済額を抑えることができるため、資
金繰りが厳しい会社は検討すべき。
ただし、既存の借入の制度によってできないこともある為、まずは、一本化し
たいという意思を伝え、判断してもらうと良い。

●現在リスケしている会社は、コロナと言えども、原則、新規の借入は難しい。
リスケしていても借りられるケース：現在の融資残高と新たに借入れる金額の
合計額を日本公庫の特別貸付なら15年以内、セーフティネット保証や危機関
連保証なら10年以内の元金均等弁済が可能であれば、ニューマネーを得るこ
とができる可能性がある。（つまり、正常な約定弁済にするということ。）



いったいいくら借りるべきなのか？
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先が見えない中、いくら借りれば良いかの判断は非常に難しい。

今年一杯、影響が残ると仮定して、どの程度の資金が必要になるか資金繰り表
を作って判断するのが良い。

業種によっても判断は違うが、ざっくり判断するならば、
月商の3か月分程度、若しくは固定費の3か月分程度を手元に持っておけるよ
うに。

資金繰りに余裕を持たせることが非常に大事。
事業継続の意識があるならば、多めに借りておくイメージが良い。



コロナ対応の融資制度選択のフローチャート
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コロナ対応の資金繰り支援内容一覧表
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経済産業省の「資金繰り支援内容一覧表」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

日本公庫、商工中金、信用保証制度
のすべてを網羅して整理するのに
非常に便利なチャートです。
4月14日に経産省よりアップ。

但し、この表にあるものは、
全国共通の融資制度であり、
都道府県や市区町村の独自の制度の
掲載はありませんので、
各自調べる必要があります。


